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“ふらっぶ
"っ

て ?
「宇都宮市青少年自立支援センター」の愛称です。

利用される皆さんに親しみを感 じていただくため愛称を付けました。「flap“ら、らつらT'」 とは

羽ばたくという意味の英語で,未来に羽ばたく青少年をイメージしています。

こんな相饉を受lfてくれるの?

青少年の総合相談窓口では,ニート・ひきこもら:等に関する

自立支援相談や,不農交左・問題行動帯に関する

非行相談を主に行つています。

一方的に “ふらつぷ"の相談員が親御さんに

指示・助言を行うのではなく,お子さんの

将来にとつて最善となるための方策を一緒に考えていきます。

当然,“ふらっぷ"と 親御さんだけでは解決に導けない問題もあります。

そんな時は,他の機関・団体等と協力しながら考えていきます。

:日  自立支援 :お お む ね 35歳 未 満 の青 少年

   .… EL献lⅢ… 厭望.r::      非行 防止 :20歳 未 満 の青少年         期泄・大首

朧麟時岡   月曜から金曜 午前 9時 から午後 5時 まで
(た だし,祝 日・年末年始は除く)

(み ない～ こ )

028-‐ 33-37,5
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/

子 育 て 青 少 年 ふ ら っ ぶ

◇メー′ιアル ス u18060101@city.utsunomiya.tochigi.jp
*予 約の必要はあ りませ ん。 費用は無料です。
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毎月第 3日 曜日は『家庭の日』 第 3土曜日は『青少年を非行からまもる日』
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0。 子こもかひ●こもってし攀ったので岬 ,

こうしたらよいのでしさうか ?

A。  まず,親御さん自身が気持ちを落ち着かせまし

ょう !

親御さんの不書や焦ιlがお子さんに伝染し,お子さ

です。

そして,お子さんと鐵 することです。

日常のあいさつを始め,最近の話題など・・ 0。

・
例えば,スポーツチームの勝敗や芸能ニュース等

が良いかもしれません。            ｀

時間はかかりますが,次第にお子さんの緊張がほ

ぐれてきます。

お子さん自身がココロを開き始めたらジックリ聴い

てください。

今度は,お子さんを交えて自立への道を話し合っ

ていきましょう。

子こもか私の財市からお金な縣断τ特ぢ出して

し審っ驚のですが,こうし驚らよいのでしょうか ?

A。 まず,親御さん自身が気持ちを落ち着かせまし

ょう !

そして,お子さんに財布からお金を無断で持ち出す

のはいけない行為であると伝えるとともに,その使い

道を聴いてください。

例えば,ど うしても欲しかつた物として,ゲームソ

フ トや洋服等の品物を購入したということであれば,

お子さんの言い分を受け止めながら,品物の購入につ

いて一緒に考えると良いかもしれません。

また,こ のことを通して,親子のコミュニ

ケーションが深められます。

なお,「言いたくない !」 「・・・・・ (無言)」

等ということであれば,お子さんの距 口が何らかの

要因で饉ついている可能性があります。

改めて,私 ども “ふらっぷ"と 慎重に解決へ向けた

方策を考えていきましょう。

03:相餞だl■参0?
A3:“ふらつぷ"では,相談のほかにも以下の事業を行っています。

一日巡口掘導体臨 (年 3回 )

日頃,青少年巡回指導員が巡回す

るコースを体験していただき,青

少年が立ち寄る場所などを見てい

ただきます。

哺卜術賄止鏑演盛 (年 3回 )

広く市民の皆さんを対象に,青少

年の健全育成を阻害する恐れのあ

る行為や環境等をテーマに講演会

を開催します。

若普自立夜籠曾同組麟e(年 2回 )

宇都宮市を活動範囲として若者支

援を行つているNPO法 人等の団

体を一堂に集め,各団体の紹介や

個別相談会を開催 しますも

勤僣観・輔彎観醸威関塵 (年 3回 )

就労への一歩を踏み出せない青少

年を対象に,働 くことの意味や将

来について考える講座を開催 しま

す。

子どもの 10年織を懇籠す0講座

(年 2回 )

青少年の保護者を対象に,子 ども

さんへのかかわりを再確認 してい

ただ く講座を開催 します。

*ス ケジュールにつきましては,随時「広報うつの

“

や」や「市ホームページ」でお知らせ していきます。
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毎月第 3日 曜日は『家庭の日』 第 3土曜日は『青少年を非行からまもる日』              ｀


